
枡富町長 みなさん、おはようございます。本日、ここに令和６年第３回定例会を招集

しましたところ、議員各位におかれましては、公私何かとご多用中のところご出席を賜

りまして、誠にありがとうございます。議案等の提案説明に入る前に、６月議会以降の

町政の動き、主な事務事業の進捗状況など行政報告をさせていただきます。総務課関係

の防災関連では、８月８日発令の南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）発表にあた

り、同日に牟岐町災害対策警戒本部を開設し、本部長である私の指揮のもと、白木総合

調整幹が立案した基本方針に従い、即断・即決・即実行で対応しました。町民の皆様に

おかれましても、初めての南海トラフ地震臨時情報ということもあり、不安がられた方

も多いと思われます。今一度、来たる巨大地震に備えて準備をしていただきたいと思い

ます。役場新庁舎及び海部消防新庁舎建設事業では、７月に山田地区及び全町民を対象

として、基本設計に係る事業概要説明会をそれぞれ開催しました。現在は、開発許可の

審査を受けており、開発許可の認可に合わせて敷地造成工事の発注業務を進めて参りま

す。デジタル推進課関係では、現在２０２４フォトコンテストを開催中です。また、保

育園の写真公開システムを導入し、１０月から運用開始予定です。住民福祉課関係では、

国の低所得者支援策である給付金について昨年度は住民税課税でありましたが、今年度

新たに住民税非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯に１０万円を給付させていた

だいています。健康生活課関係の保健事業では、特定健診・がん検診を２回実施し、体

組成計を使った保健指導を行いました。母子保健事業では、離乳食教室と歯磨き教室の

他、産婦さんへのプチ健診を１回ずつ実施し、乳幼児相談を３回、そのうち１回は、牟

岐中学３年生が参加して「思春期ふれあい体験学習」を行いました。認知症サポーター

の活動促進とチームオレンジ立ち上げの一環として、緑風荘との連携による「認知症サ

ポーター養成講座」を６月に２回開催し、１２４名の新規サポーターを養成しました。

また、８月には、県立海部病院や阿南市在宅医療・介護連携支援センターから講師を招

き、認知症サポーターステップアップ講座を実施し３５名が受講しました。今後も、「認

知症とともに生きていける町づくり」に向けた事業を実施してまいります。産業課関係

では、地産地消の取組としまして、牟岐町ハナエチゼン栽培研究会有志が、牟岐町産新

米ハナエチゼンを地元で販売することができました。イベント関係では、「内妻あじさい

祭り」・「姫神祭り」・「牟岐あんどん展」・「阿波踊り競演会」を無事、開催することがで

きました。企画政策課関係では、７月に、大阪天神橋筋商店街の「星愛七夕まつり」、８

月には、大阪天神天満阿波踊りに大阪公立大学松本ゼミと参加し、押しずし体験・牟岐

町の特産品販売などを行いました。また、徳島大学建築サークルＡＵＴも、牟岐の小学

生を対象に、竹や木材を使った「ものづくり体験イベント」をＣＡＮＳＯにて実施。８



月１７日には、第３期総合戦略策定に反映するため若者からのアイデア募るワークショ

ップを開催しました。令和 6 年度のふるさと納税の状況ですが、８月３１日現在、計６

８件１５８万９千円となっています。昨年度（令和５年度）の年間寄付金額は「１７６

万２千円」であり、１年間をかけて返礼品の掘り起こしを進めた成果が表れて参りまし

た。年末にかけて、多くの寄附が見込まれますので、牟岐町ゆかりの方々を中心に案内

を積極的に行っていきたいと考えています。建設課関係では、繰越事業の橋梁長寿命化

修繕計画策定業務が完了し、八坂地区残土処理場整備工事、いとり橋補修工事、町道灘

線の災害復旧工事が竣工しています。現年度の事業は、地籍調査事業を委託しています。

また、空き家対策総合支援事業で１件の除却を完了しています。なお、阿南安芸自動車

の整備促進に関する活動は、四国８の字ネットワーク整備促進四国東南部連盟で、四国

地方整備局要望と中央要望を行い、徳島県は、四国地方整備局要望と中央要望、整備促

進決起大会を行っています。教育委員会関係では、公民館分館親睦球技大会としてソフ

トボール大会を７月に開催しました。また、カヌー体験を主とした出羽島での自然体験

を２回、地域の方々と共に夏休みの宿題と調理や自然体験を行うＢＧ塾を５回、婦人学

級、高齢者教室等を随時開催しました。なお、町民運動会、文化祭は例年のとおり開催

予定です。今後も、事業等の進捗状況等ご報告させていただきますので、皆様のご指導、

ご助言をよろしくお願い申し上げます。それでは、本定例会の提案説明に入りたいと思

います。本定例町議会に提出の案件は、報告１件、議案１７件です。議案の内訳は決算

認定６件、条例関係４件、補正予算３件、人事案件３件、その他１件です。報告第４号

令和５年度決算における健全化判断比率及び資金不足比率。タブレットのリストから９

月議会議案書をご覧ください。令和５年度決算について監査委員の審査を受けましたの

で、健全化判断比率及び資金不足比率について、議会へ報告するものです。牟岐町の令

和５年度決算の数値では、実質公債費比率７．８％となっており、他の数値は該当あり

ません。実質公債費比率は令和４年度から０.５％減少しています。議案第３４号令和５

年度牟岐町簡易水道事業会計歳入歳出決算認定。簡易水道事業会計の決算では、収益的

収支は、事業収益１億２，４３８万６，５４３円、事業費用及び特別損失は１億１，９

１７万２，７８９円となっており、５２１万３，７５４円の純利益が発生しました。資

本的収支については、資本的収入１，３８５万９，３４３円に対し、資本的支出は５，

６１５万９２０円となり、差引４，２２９万１，５７７円の不足を生じましたので、こ

れについては、過年度損益勘定留保資金で補填しました。議案第３５号令和５年度牟岐

町一般会計歳入歳出決算認定。一般会計の歳入総額は３８億６，１９４万３，２７２円、

歳出総額は３４億９，８６４万５３１円で、差引３億６，３３０万２，７４１円となっ



ています。令和５年度末の積立金総額は、１７億６，１６７万９千円と、令和４年度よ

り２億５７万１千円の増加となっています。議案第３６号令和５年度牟岐町国民健康保

険特別会計歳入歳出決算認定。国保会計の歳入総額は６億３，２８０万９７８円、歳出

総額は５億３，１４５万１，８３７円で、差引１億１３４万９，１４１円となり、４年

度と比較すると繰越額が 1，７０６万６，１７３円の増加となっています。議案第３７

号令和５年度牟岐町青少年健全育成センター特別会計歳入歳出決算認定。青少年健全育

成センター特別会計の歳入総額は８０３万４，９６４円、歳出総額は７０３万５，１３

４円で差引９９万９，８３０円となり、４年度と比較すると繰越額が４８万６，１３４

円の減額となっています。議案第３８号令和５年度牟岐町介護保険特別会計歳入歳出決

算認定。介護保険特別会計の歳入総額は８億５，４８２万３，８７４円、歳出総額は７

億７，５２０万７，３５５円で、差引７，９６１万６，５１９円となり、４年度と比較

すると繰越額が３，０３０万７，０２４円の減少となっています。議案第３９号令和５

年度牟岐町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定。後期高齢者医療特別会計の歳入

総額は１億８２７万５，２３４円、歳出総額は１億５８８万８，８１８円で差引２３８

万６，４１６円となり、４年度と比較すると繰越額が９２万５，８００円の増加となっ

ています。議案第４０号牟岐町税条例の一部を改正する条例。令和７年度からの軽自動

車税種別割の納期を「４月１１日から同月３０日まで」とあるのを「５月１日から同月

３１日まで」とする改正です。議案第４１号牟岐町高等学校等通学学生の補助に関する

条例。この条例は、義務教育修了後の進路の選択と保護者の経済的負担の軽減を図るこ

とを目的として、高等学校、特別支援学校高等部、高等専門学校、専修学校又はテクノ

スクール等に通う生徒の保護者に対し、通学定期券購入費の一部を助成するものです。

議案第４２号牟岐町国民健康保険条例の一部を改正する条例。行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正により、健康保険証が廃止

されることに伴い、所要の改正をするものです。議案第４３号牟岐町指定地域密着型サ

ービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条

例。指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正

する省令（令和６年厚生労働省令第１６号。）が、令和６年４月１日に施行されたことに

伴い、令和６年度に整備が必要な関係する条例４件について、所要の改正をするもので

す。議案第４４号徳島県後期高齢者医療広域連合規約の変更。行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、

現行の被保険者証は令和６年１２月２日以降発行されなくなることに伴い、所要の規約

の変更を行うことについて、地方自治法に基づき協議を行うため、本案を提案するもの



です。議案第４５号令和６年度牟岐町一般会計補正予算。タブレットのリストから９月

補正予算案（一般会計）をお開きください。今回の補正予算の総額は、９，６４１万６

千円となっています。歳出の主なものを挙げますと、２款・総務費の財産管理費で庁舎

エアコン設置工事費、庁舎建設費で家屋事前調査費の追加などを計上。３款・民生費の

児童手当費で制度改正に伴う児童手当増額分などを計上。４款・衛生費の予防費で高齢

者へのインフルエンザ予防接種手数料・新型コロナワクチン接種手数料などを計上。５

款・農林水産業費の漁港管理費で広域漁港整備事業負担金の追加、県単独漁港漁場整備

事業負担金などを計上。６款・商工費の地方創生臨時交付金事業費で令和６年度非課税

世帯への給付金分、定額減税調整給付金分の追加などを計上。７款・土木費の民間住宅

環境整備費で木造住宅耐震化促進事業補助金などを計上。８款・消防費の非常備消防費

で操法大会訓練報酬などを計上。９款・教育費の公民館費で秋に開催される文化祭の必

要経費などを計上。歳入では、繰越金のほか、使用料手数料、国庫支出金、県支出金、

町債、諸収入などを特定財源として充てています。歳入歳出、９，６４１万６千円を追

加し、予算総額を４２億６，９２５万４千円とする令和６年度一般会計補正予算です。

議案第４６号令和６年度牟岐町簡易水道事業会計補正予算。タブレットのリストから９

月補正予算案（水道事業会計）をご覧ください。今回の補正予算は、企業債に４，０９

０万円を追加し、資本的収入の予算総額を５，２５５万円とする補正予算です。議案第

４７号令和６年度牟岐町介護保険特別会計補正予算。タブレットのリストから９月補正

予算案（介護特別会計）をご覧ください。今回の補正予算は、歳入歳出２，２８８万４

千円を追加し、予算総額を７億２，７２１万９千円とするものです。歳出は、国庫支出

金等の返還金の追加です。歳入は支払基金交付金と前年度繰越金を充てています。議案

第４８号監査委員の選任。タブレットのリストの９月議会議案書をご覧ください。５５

ページになります。本年９月２８日に任期満了となる宮本弘貞氏を引き続き選任するも

ので、任期は４年間で、令和１０年９月２８日までとなります。議案第４９号議会選出

監査委員の選任。８月２９日付けで、議会選出監査委員の樫谷千重子氏より「一身上の

都合による監査委員退職願い」の提出があり、新たに、水田武志氏を議会選出の監査委

員に選任するため、議会の同意を求めるものです。任期の期間は議決の日から、樫谷委

員の残任期間である令和９年４月３０日までです。議案第５０号牟岐町教育委員会委員

の任命。本年１０月１４日に任期満了となる委員の大田美英氏を引き続き任命するもの

で、任期は４年間で、令和１０年１０月１４日までとなります。以上で提案説明を終わ

りますが、詳細については関係課長などから説明をさせていただきますので、よろしく

ご審議のほど、お願いします。 


